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会議録（１） 

 

会 議 の 名 称 令和元年度第 2回飯能市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 
令和元年 12月 19日（木） 

開会 午後 1時 30分  閉会 午後 2時 05分 

 

開 催 場 所 

 

 

飯能市役所 本庁舎別館会議室２・３ 

 

議 長 氏 名 

 

内沼 正實 

出 席 委 員 

内沼 正實  小島 啓子  土屋 崇   小川 晃男 

加藤 秀男  福島 毅   浅見 春江  高野 正義 

欠 席 委 員 
山影 祥子  吉田 勝紀  中村 光子  新井 安典 

増島 宏徳  前田 悦子  島田 利二 

説 明 者 の 

職  氏  名 

健康福祉部長 田中 雅夫    保険年金課長 渡邊 由起子 

医療政策室長 生井 隆     健康づくり支援課長 浅見 礼子 

保険年金課主幹 加藤 かおり  保険年金課主幹 石井 利和 

健康づくり支援課主査 吉山 博樹 

傍 聴 者 の 数 1人 

会 議 次 第 別紙のとおり 

配 付 資 料 別紙のとおり 

事 務 局 職 員 

職 氏 名 

健康福祉部長 田中 雅夫   保険年金課長 渡邊 由起子 

医療政策室長 生井 隆    健康づくり支援課長 浅見 礼子 

保険年金課主幹 加藤 かおり 保険年金課主幹 石井 利和 

健康づくり支援課主査 吉山 博樹 

医療政策室主査 中 貴秀   保険年金課主査 槙田 朋弘 
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会議録（２） 

 

議事録の概要（経過）・決定事項 

〇協議事項 

（1）令和２年度飯能市国民健康保険税について 

を審議し、すべて原案のとおり承認することになった。 

 

〇報告事項等 

(1) 令和元年度飯能市国民健康保険特別会計補正予算（第 1号）について 

(2) 平成 30年度特定健康診査受診率・特定保健指導実施率及びデータヘルス計画の 

平成 30年度個別保健事業の評価について 

 を報告し、委員に意見を伺った。 
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会議録（３） 

 

保険年金課主幹 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

保険年金課主幹 

 

 

市長 

 

保険年金課主幹 

 

 

 

 

保険年金課主幹 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

保険年金課主幹 

 本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうござ

います。 

 出席委員が過半数に達しておりますので、ただいまから令和元年度第

2回飯能市国民健康保険運営協議会を開会させていただきます。 

 それでは、開会に当たりまして、会長からごあいさつをお願いいたし

ます。 

 

 （会長あいさつ） 

 

 ありがとうございました。 

 続きまして、大久保飯能市長よりごあいさつを申し上げます。 

 

 （市長あいさつ） 

 

なお、市長はこの後、他の公務がありますのでここで退席させていた

だきます。 

 

（市長退席） 

 

それでは最初に、傍聴の申し出がございますので、傍聴の許可につい

て皆様にお諮りいただきたいと思います。会長お願いいたします。 

 

お諮りいたします。傍聴の許可及び資料の閲覧について、許可するこ

ととしてよろしいですか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ご異議なしということですので、入室を許可します。 

 

傍聴人の入室をお願いします。皆様、少々お待ちください。 

 

発 言 者 発 言 内 容 
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会議録（３） 

 

 

 

 

保険年金課主幹 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

保険年金課長 

 

会長 

 

 

委員 

 

 

保険年金課長 

 

 

会長 

 

（傍聴人入室） 

 

 傍聴人の方へのお願いです。審議会等の公開につきましては、飯能市

審議会等の公開に関する指針により、会議資料は、閲覧となりますので、

ご了承ください。途中退室時、または会議終了の退室時は、資料を置い

ての退室をお願いいたします。 

それでは、協議事項に入らせていただきます。 

規則にしたがいまして、会長に議長となっていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。委員の皆

様のご協力をお願いいたします。 

それでは、「（1）令和 2 年度飯能市国民健康保険税について」を議題

といたします。この議題は市長から諮問されております。 

議題について事務局の説明を求めます。 

 

（別紙により説明） 

 

説明は以上です。これより質疑に入ります。 

質疑はございますか。 

 

 賦課限度額が 3万円増額になり、効果額が約 500万円ということです

が、対象者はどのくらいなのでしょうか。 

 

 令和元年 10月 1日現在の状況になりますが、限度額 58万円の世帯が

197世帯あります。限度額 61万円にした場合、181世帯となります。 

 

他に質疑はございますか。 

 

 

発 言 者 発 言 内 容 
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会議録（３） 

 

発 言 者 発 言 内 容 

 

 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

保険年金課主幹 

 

 

 

 

医療政策室長 

 

保険年金課主幹 

 

 

 

保険年金課主幹 

 

 （質疑なし） 

 

質疑がないようですので、お諮りいたします。 

「令和 2 年度飯能市国民健康保険税について」は、原案のとおり承認

することに、ご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声あり） 

 

「異議なし」とのことですので、「令和 2 年度飯能市国民健康保険税に

ついて」は、原案のとおり承認し、市長に答申することといたします。 

本日の協議事項は、以上でございますので、議長の任を解かせていた

だきます。 

委員の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

内沼会長ありがとうございました。 

続きまして、次第の「５報告事項等」に入らせていただきます。 

(1)令和元年度飯能市国民健康保険特別会計補正予算(第 1 号)について

医療政策室長からご報告させていただきます。 

 

（別紙により説明） 

 

委員の皆様から何かご質問等はございますか。 

 

 （質疑なし） 

 

続きまして、(2)平成 30 年度特定健康診査受診率・特定保健指導実施

率及びデータヘルス計画の平成 30 年度個別保健事業の評価について、

ご説明後、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。 
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会議録（３） 

 

発 言 者 発 言 内 容 

 

保険年金課長 

 

健康づくり支援

課長 

 

保険年金課主幹 

 

委員 

 

 

健康づくり支援

課主査 

 

 

 

 

 

保険年金課主幹 

 

 

 

保険年金課主幹 

 

 （別紙により説明） 

 

 （別紙により説明） 

 

 

委員の皆様から何かご意見、ご質問等はございますか。 

 

 特定保健指導の中で、インセンティブの導入とありますが、どのよう

なことをされたのでしょうか。 

 

 特定保健指導のインセンティブにつきましては、特定保健指導を受け

ていただいた方へお米 2kg をお渡ししています。対象者へ特定保健指導

の通知を送付する際にご案内させていただいております。実際に特定保

健指導を受けた方へお米 2kg をお渡ししているのですが、保健指導の中

でお米の消費方法や適量などを指導しながらインセンディブとして活用

させていただいているところです。 

 

 他に質疑等はございますか。 

 

 （質疑なし） 

 

 後日、質疑等ございましたら保険年金課までお問い合わせいただけれ

ば、お答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、次第の「６その他」に移ります。事務局から委員の任期に

つきましてご説明申し上げます。内沼会長のごあいさつでもお話があり

ましたが、委員の皆様におかれましては、今月末で 2 年の任期が満了と

なりますので、本日の会議が今任期中最後の会議となります。次の任期

は、令和 2 年 1 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までの 3 年となります。 

引き続き委員をお引き受けいただける皆様におかれましては、どうぞ来

期も宜しくお願いいたします。 
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会議録（３） 

発 言 者 発 言 内 容 

 

保険年金課主幹 

 

 

次回の会議は令和 2年 2月 7日、金曜日、午後 1時 30分に開催いたし

ます。会議のご案内は、改めて郵送させていただきますので、どうぞよ

ろしくお願いたします。 

本日の議事は以上となります。これにて協議会を終了させていただき

ます。 

委員の皆様には慎重にご審議いただき、ありがとうございました。お

帰りの際は、どうぞお気をつけてお帰りください。 

 

（閉会） 

議事のてん末・概要を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

  令和  年  月  日 

           議長の署名                       

  

 


